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企画提案の募集に関する公示 

 

令和７年１０月１４日 

 

国土交通省共済組合 

海上・港湾・航空技術研究所支部長 庄司 るり 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

１．業務概要 

（１）業務名  

国土交通省共済組合海上・港湾・航空技術研究所支部内における職員食堂の運営 

（２）業務内容  

国土交通省共済組合海上・港湾・航空技術研究所支部内における職員食堂の運営

（自動販売機最大３台の設置を含む、運営の一環として弁当販売の実施も可）を

行う。 

（３）業務場所及び施設の種類・規模 

     イ 業務場所 

東京都三鷹市新川６－３８－１  

海上技術安全研究所本館１階 

ロ 施設の種類・規模 

      食堂総面積２４６.２４㎡（うち厨房面積７９.３１㎡）  

   ハ 職員の規模 

      ５８０名程度（職員・非常勤職員含む。） 

   二 利用実績 

      １日あたり７０名程度  

（４）業務期間  

令和８年２月１日から令和１３年１月３１日 

ただし、必要に応じ、５年を超えない範囲内で一度に限り更新し業務を行うこと

ができる。 

 

２．応募資格要件 

次の資格を全て満たす事業者であること。 

（１）過去５年間所管官公庁から行政処分を受けたことがないこと。 

（２）良質な商品又は優良なサービスを提供できる能力と実績を有していること。 

（３）従業員の衛生管理、衛生教育を定期的に実施していること。 

（４）仕様説明会に参加した者であること。 
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（５）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務

履行が確保される者であること。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして 

国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ

と。 

 

 ３．応募手続等 

（１）担当部局 

〒181-0004 東京都三鷹市新川６－３８－１ 

海上技術安全研究所 総務部人事課 

電話 0422-41-3020 FAX 0422-41-3026 

（２）説明会の日時、場所 

日時：令和７年１０月３１日（金）１４時００分から 

場所：東京都三鷹市新川６－３８－１  

海上技術安全研究所本館３階会議室 

本説明会において、説明書を交付します。 

（３）応募申込み 

応募にあたっては、申込書（指定書式）・食堂経営企画書（必要項目指定あり。）

の提出をもって応募とみなします。 

また、応募にあたっては、仕様説明会への参加を必須条件とします。 

（４）提案要領に関する質問等の受付 

令和７年１１月７日（金）１７時まで、質問を上記（１）において受け付けることと

する。 

回答は令和７年１１月１１日（火）の１７時までに電子メールにて説明会参加者へ送

信する。 

なお、評価基準の配点に関する質問は受け付けません。 

（５）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

令和７年１１月１４日（金）１７時までに、上記（１）に持参又は郵送(書留郵便

のみとし、左記提出期限必着とする。)にて提出すること。 

（６）企画提案に関するヒアリング 

    ヒアリングが必要と認められる場合に実施する。 

実施日時及び場所については、別途通知する。 

     

４．留意事項 

（１）３の（５）の提出期限までに３の（１）に到達しなかった企画提案書は、いかなる

理由をもっても特定されない。 

（２）企画提案書の作成及び提出並びに仕様説明会、ヒアリングに要する費用は、提案者

の負担とする。 
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（３）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で他の目的に使用しない。 

（４）企画提案書は原則として返却しない。 

（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にする。                       

（６）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平

成１１年５月１４日法律第４２号)において、行政機関が取得した文書について、開

示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害

するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。                             

（７）最終受託候補者は、企画競争実施の結果、唯一最適な者として選定しただけであり、

国土交通省共済組合本部長の承認がされるまでは、営業許可されたものではない。 

（８）企画競争の実施結果について、特定した提案を行った企業等の名称、住所及び代表

者氏名、特定した日並びに提案者の評価得点の合計を公表する。 

（９）施設・設備の費用負担の範囲 

   無償貸与対象物：食堂等運営に必要な施設、設備、什器及び食器類一式 

   受託者負担：食堂等運営にかかる光熱水費及び通信費（内線電話にかかるものを除

く。）、人件費、保健衛生費、飲食材料費、被服費、ゴミ処理費、厨

房にかかる清掃費その他営業に伴う諸経費 

（１０）その他の詳細は説明書による。 

 


